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福井大学教育実践研究　2020，第45号，pp.53－60

Ⅰ　問題と目的
1．学校支援事業の発展
　近年，学校現場では，不登校やいじめ，発達障害，ま
た家庭の基盤の弱さによる愛着障害等の問題を抱える児
童生徒が増えており，これらの問題が複雑化・重症化し
ている事例も少なくない。このような “特別な配慮を必
要とする子どもへの適切な支援 ”という学校現場の課題
と “ 教員に必要な個別支援の力量形成 “ という大学側の
ニーズを満たすものとして教職志望大学生による学校支
援事業が広がってきた。この過程において，学校支援事
業に関する研究は，そのシステム構築や支援ニーズの把
握，参加者及び活動内容，効果や影響等，実に様々な観
点からなされてきた。例えば，原田・梶原・吉川・樋口・
江上・四戸・杉野・松浦（2011）は「特別支援教育に
関わる子どもへの対応」や「クラス全体の学習支援をす
る補助教員のような役割」といった，大学生による児童
生徒への主な支援ニーズを明確化している。他にも，学
校支援事業の運営体制整備の成果を示した研究（森下・
久間・麻生・衛藤・藤田・竹中・大岩，2010）や，大
学内の学校支援事業専門職による支援体制の構築につい
て示した事例（鈴木・織田・大西・廣澤・笹原・松木，
2016），また原理的矛盾を抱える学校支援事業の意義を
検討した研究（長谷川・望月・菅野，2014），さらに非
専門家である大学生と専門家の支援の違いとその存在の

有用性を明らかにした研究（廣澤・大西・笹原・粟原・
松木，2018）などがある。杉本（2013）はこうした学
校支援事業に関する研究を概観し，「学生ボランティア
の質を高め，学校の役に立つような活動を継続して行く
ために，専門知識を持った大学側が学生をサポートする
システムが確立している」ことが重要だと述べている。
この点に関しては長沼（2015）も，「コーディネーター
を配置した学内の組織化」が重要であることを指摘して
いる。また，それによって教師の負担を増やさずに連携
体制を構築することが，有効な支援体制を提供していく
ための要となると言える（廣澤ら，2018）。つまり，学
校支援活動をコーディネートし，学生と各学校のパイプ
役になる機関を大学内に設置すること（熊・岩，2017）
が重要だが，実際には「専門的な職種であるボランティ
アコーディネーターの可能性を含み，検討を続ける必要
がある」（原田ら，2011）という点に留まっており，大
学生による学校支援事業の大学内でのコーディネーター
の役割に関する知見は少ないようである。
　また臨床心理学の領域でも，学生が臨床心理学的地域
援助（山本，2002）を体験的に学ぶ場としての臨床実
習経験として，学校現場での支援活動の報告が多くみら
れる（黒澤・日高，2009；三谷・祖父江・廣瀬・原田，
2015；宇都宮・津川・藤原・藤吉，2020など）。特に，
2018年から公認心理師資格が誕生し，その養成のため
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　第一筆者および第二筆者は，教職志望大学生が参加する地域組織間連携による学校支援事業において平
成26年度及び27年度の2年間，心理職コーディネーター（臨床心理士）として事業に参入し，コーディネー
ター及びアドバイザーとしての役割を担った。これらは学校支援事業において重要とされる後方支援を担
う役割であると言え，検討の意義があると考えられた。そこで研究1において，2年間の取り組み過程を分
析し，研究2において，協力機関との連携事例を提示した。研究1･2を通して，臨床心理士が心理職コーディ
ネーターとして学校支援事業に関わる際の役割と意義を考察した。その結果，①教職志望大学生と同様に，
生徒への直接的支援をすることによって活動を体験し“支援活動そのもの”について理解を深める，②活動
のアセスメントが可能な状況を整える，③“地域組織”と“地域組織間の関係性”について理解し事業の先を
見据える，ことの重要性が示された。
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の実習として教育領域での実習経験が必須となっている
（波田野，2019）ことから，学校現場における学生の実
習を兼ねた支援事業がさらに拡大傾向にあると考えられ
る。このような，心理職が携わった学校支援事業に関す
るシステム構築のプロセスや学生の支援体制の構築につ
いては，同じ学校支援事業という括りで見ると，参考に
なる部分が多い。例えば，黒澤ら（2009）が述べている，
複数のシステム階層を視野に入れて動くことの重要性
や，ユーザーを守り，サービスの質を保つための枠組み
としてのシステムの意義は，学生による学校支援事業全
体のシステム構築のプロセスにおいて重要な視点と考え
られる。また，活動を行う学生の支援体制に関する研究
としては，「院生コーディネーター」という役割が，臨
床心理学的地域援助において有効な支援モデルであるこ
とが明らかにされている（駒谷・大西，2014）。この「院
生コーディネーター」は，「活動のスターター」・「相談
相手」・「モチベーションの維持・促進」等，段階的に異
なった機能を発揮していくとされ，学生の支援活動をサ
ポートするという点において，多くの示唆があると言え
る。さらに通常，経験を積んだ同職種の専門家が，経験
の浅い専門家に実施するようなスーパーヴィジョンに類
するような，非専門家に対する専門家による支援体制が
整っていることが肝要であることも，教職志望大学生に
よる学校支援事業にも通ずるところがあると言えよう。
　上記から，臨床心理学の領域における学校支援活動と，
教育の領域における学校支援事業は，共通するところが
多いと考えられるが，教職志望大学生が活動する学校支
援事業に，臨床心理を専門とする心理職がコーディネー
ターとして参入した事例は見られない。教育及び臨床心
理，どちらの領域の学校支援事業においても，学校現場
と大学双方にとって有益なものとなるためには，学生を
後方支援する立場が必要不可欠である。教職志望の大学
生が，多職種の専門性に触れながら実践を行うことは，
チーム学校（文部科学省・中央教育審議会，2015）の
理念にもある通り，教員の専門性・力量形成にとって必
須と考えられる。それは同時に，連携して事業を運営す
る各地域組織においても同じことが言えよう。よって本
稿では，教職志望大学生が参加する学校支援事業に臨床
心理士という専門家が「心理職コーディネーター」とし
て参入した事業について，特に協力機関との連携に焦点
を当てて考察し，その役割と意義を明らかにしたい。
2．目的と倫理的配慮
　本研究ではまず，心理職コーディネーター（臨床心理
士）がシステムに参入し，活動を後方から支援した二年
間の取り組み過程を分析することを通して，その役割を
明らかにする（研究 1）。次に，各協力機関との連携事
例を提示する（研究 2）。研究 1・2を通し，教職志望大
学生による学校支援事業において，「心理職コーディネー
ター」が行う後方支援の在り方を明示し，特に協力機関
との連携という視点から理論的考察をすることによっ

て，その役割と意義を明らかにすることを目的とする。
　なお，筆者らの活動自体を研究対象としており，倫理
的問題が発生する可能性は極めて低いと考えるため，大
学の倫理審査委員会は通していない。しかし，研究 2で
提示する事例については，特に詳細に記載した協力機関
に対して，本稿について口頭で説明した後，記載内容を
実際にご確認いただき，公表の了承を得た。

Ⅱ　研究１： 心理職コーディネーターによる支援内容の
分析

1．目的
　研究１では，「心理職コーディネーター（以下，心理
職 Cod.と表記）」という専門家（臨床心理士）として
学校支援活動のシステムに参入した，二年間の取り組み
過程を分析する。それにより，専門家が心理職 Cod.と
してどのような役割を担い，後方支援を行ったかを明ら
かにする。
2．方法
（1）分析対象
　本大学で実施しているライフパートナー（以下，LP）
事業に対し，平成 26年度及び 27年度において文部科
学省から委託された「発達障害の可能性のある児童生徒
に対する早期支援・教職員の専門性向上事業」の活動記
録の内容を分析対象とする。そこには，第一著者と第二
著者が「心理職 Cod.」としてどのような後方支援を行っ
たかが記載されている。
　LP事業は，平成 5年に開始され，平成 15年には本学
部の必修授業である学校教育相談研究の実習として位置
づけられており，20年余り継続されてきた事業である。
また，平成 26年度及び 27年度には，支援の質の向上
を目的として文部科学省から「発達障害の可能性のある
児童生徒に対する早期支援・教職員の専門性向上事業」
として委託を受けた。その際，臨床心理士であり学校臨
床の経験を持つ第一著者と第二著者は，本事業のコー
ディネーターやアドバイザーという役割を担った。本事
業において学生が行う活動は，事業連携各市の学校から
各教育支援センターに支援要請のあった児童生徒に対し
て，学習支援・心理的支援を行うものである。具体的に
は，年間延べ約 200名の教員免許取得予定の学部 2年
生が週に 1回 2時間，12回を基本的な活動の枠組みと
し，連携する Z県内 5市の小中学校・教育支援センター・
家庭等で学習活動や談話，遊び，校内での諸活動を通し
て児童生徒と係わるものである。大学では，臨床心理学
や発達心理学，インクルーシブ教育などを専門とする教
員 7名が授業担当者となっている。なお学校現場で支援
活動をすると同時に，年 20回の講義及びケースカンファ
レンスを含む学内での授業を受けること，毎回の活動報
告書と最終報告書を提出することで単位取得となる。つ
まり，理論と実践を重視し，講義と実践，省察を円環的
に行うことが可能な仕組みとなっている。



55― ―

教職志望大学生による学校支援事業における心理職コーディネーターの役割

（2）分析方法
　心理職 Cod.による後方支援の内容を明確化するため
に，様々な出来事や事例にみられる特徴をグループ化し，
カテゴリーを発見することを目的としたグラウンデッド
セオリー法（岩壁，2010）のプロセスの一部であるカ
テゴリー生成や構成の方法を用いることが適切と考え，
これらを援用して分析を行った。まず第一著者と第二著
者それぞれで活動記録の内容を分類し，カテゴリー名を
つけた。その後両者のカテゴリー名を照合し，共通また
は類似するカテゴリー名を上位カテゴリーあるいは下位
カテゴリーに採用した。意見の相違が見られたカテゴ
リーは協議を行い，繰り返しカテゴリー名の生成と修正
を行い，定義を作成した。またその過程で第三・第四執
筆者にも適宜意見を求め，それらを踏まえてカテゴリー
名を修正した。採用したカテゴリー名を元に再度第一著
者，第二著者それぞれで分類を行い，すべての項目がカ
テゴリー名に当てはまるかを確認した。
3．結果と考察
　活動記録内容のカテゴリー分けと定義及びカテゴリー
ごとの度数と割合を示したのが表 1である。上位カテゴ
リーとして，【事業協力機関との連携】，【生徒への間接
的支援】，【生徒への直接的支援】という 3つのカテゴ
リーが得られた。平成 27年度のカテゴリーの合計が前
年度より減少した理由としては，【事業協力機関との連
携】の下位カテゴリー＜教育委員会との連携＞の度数が
減ったことが影響していると考えられる。つまり事業の
2年目は，心理職 Cod.が事業についての理解を深める
とともに，各連携機関との関係が構築されたことから事
業を円滑に進めていくことが可能になったためと思われ
る。また初年度は＜学生支援のための研修＞や＜生徒へ
の直接的支援＞を行い，間接的支援のための知識・理解

等を深めることを重点に置きながら事業を進めた。次年
度は学内での学生への支援を重点的に行ったことから各
カテゴリー間に差が生じたと考える。以下，それぞれに
ついて詳しく述べる。なお研究 1における文中の【】は
上位カテゴリー，＜＞は下位カテゴリーを示す。
(1)事業協力機関との連携
　【事業協力機関との連携】の下位カテゴリーは＜学生
派遣先との連携＞，＜大学担当者間の情報共有＞，＜教
育委員会との連携＞であった。
　＜学生派遣先との連携＞は電話やメールで派遣先学校
のコーディネーター教諭と活動日時等の連絡・調整をす
るものである。多数学生を派遣している学校とは派遣日
時や心理職 Cod.の訪問日等，ハード面の調整が必要で
あった。またそれを通して派遣先学校との信頼関係が構
築されていったと言える。＜大学担当者間の情報共有＞

とは大学の事業担当教員らと情報共有したり，協議した
りするものである。本事業において，学生は支援活動と
同時に学内での授業，つまり講義及びケースカンファレ
ンスに参加することが必須である。よって担当者間で年
度末や学期末，毎回の授業の前後で定期的に授業内容や
支援活動に関する協議を行い，支援活動の充実に繋がる
サポート体制を提供していくことが重要であると言え
る。また様々な要因によって活動を進めていくことが困
難な学生に関する情報共有をしたり，フォローアップの
手立てを考え，学生や連携機関に働きかけたりすること
もある。＜教育委員会との連携＞は教育委員会や教育
支援センターと募集に関する連絡や相談をしたり，年 3

回開催する連絡会において LPの活動状況を確認したり
するものである。これにより協力機関と心理職 Cod.が
お互いの立場や役割を知り，信頼関係を築くこと，さ
らに着任間もない心理職 Cod.が LP事業の成り立ちや
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支援システムを理解することに繋がったと言える。特に
教育支援センターとは，派遣要請のあった児童生徒を
LPの支援対象とすることが適切か検討することや，月
末にその月に活動を開始した学生を報告してもらうなど
細かなやりとりをすることによって支援活動がスムーズ
に進むよう連携を図ってきた。そこで得られた情報によ
り，授業内で活動状況の確認が可能となり，活動毎に提
出する報告書の提出状況を学生のメンターであるティー
チングアシスタント（LP活動経験のある大学院生，以
下，TA）に確認してもらうことや，適切な時期にカン
ファレンスで発表する機会を設けることに繋がった。連
絡会では，事業協力機関の担当者同士が直接顔を合わせ
てそれぞれの状況を報告して情報共有し合い，課題と
なっている事項について活発に意見交換を行うため協力
機関同士の連携の強化につながっていると考えられる。
平成 27年度には，大学が中心となって学校現場や市教
委，教育支援センターから意見を取り入れ，派遣申請書
類や学校及び教育支援センターに提出する活動記録を統
一したり，事業の広報のための教師向け・保護者向けリー
フレットを作成したりすることによって事業の連携強化
と広報に努めた。授業では教育委員会の事業担当者や教
育支援センター長による講義を実施し，地域組織間連携
によって展開している本事業のシステムや，これまでの
LP活動による支援効果を学生に伝える機会を設けてい
る。
（2）生徒への間接的支援
　【生徒への間接的支援】の下位カテゴリーは＜大学に
おける学生への支援＞，＜派遣先における学生への支援
＞，＜生徒についての情報共有・支援方法の検討＞，＜

学生支援のための研修＞であった。
　＜大学における学生への支援＞は大学において学生に
対し LP募集や活動に関する相談をすること，授業時に
提出される活動記録にコメントをすることである。最も
学生の派遣数が多い市は，学校現場から教育支援セン
ターに派遣申請が届くと大学に募集の概要（学校名，学
年，性別，派遣希望日時，主な支援ニーズ等）を伝える
ことになっている。それを心理職 Cod.がいる部屋の前
や授業時に掲示することによって，学生が活動先を選択
する仕組みとなっており，掲示内容への質問や活動開始
後に疑問が生じた際には，心理職 Cod.が直接の相談窓
口となる。具体的な相談内容としては，対象児の登校状
況によりなかなか活動が進まない，担任等関係する教諭
らと連携が取りにくい，学校の支援ニーズと対象児の状
況にギャップがあり支援方針に悩む等が主なものであ
る。活動記録は毎回の活動後に A4・1枚程度にまとめ，
授業時に提出することになっている。それに対し授業内
でコメントし返却するというやり取りを繰り返すことに
より，学生がスムーズに支援活動を進めることができて
いるか確認する。同時に活動を省察するという態度を育
み，意欲を持って次回の活動に臨めるようサポートして

いる。これらは支援の質の向上に繋がる，重要な役割で
あると言える。初期はこのような支援を継続することで
学生に必要な支援について理解を深めたが，徐々に学生
からの相談を待つだけでなく支援が必要と思われる学生
にアプローチするようになり，心理職 Cod.として有効
に機能し始めたことが推察された。＜派遣先における学
生への支援＞は派遣先学校において LPの役割や支援方
法について学生と話し合ったり，助言したりするもので
ある。派遣先学校の職員室等で活動の前後に活動記録な
どをもとに活動をふり返ることは，学生の学びに直結し，
支援の質を高めることにつながると言える。また学生は
一人で学校現場に赴き支援活動をする。その不安を軽減
するため，主に活動の初期に実施してきた。しかし多数
の学生が派遣されていることもあり，それぞれの学生の
活動日程に合わせて訪問することが困難な場合もあっ
た。＜生徒についての情報共有・支援方法の検討＞は派
遣先で関係教諭らと対象生徒の情報共有をし，支援方法
及び LP学生の活用について検討するものである。派遣
先学校の提案により，元々定期的に実施されていた管理
職や学年主任，生徒指導担当教諭，教育相談担当教諭，
スクールカウンセラー (以下，SCと略記 )らが参加す
る教育相談や生徒理解に関わる会議に心理職 Cod.を加
えた形で実施された。このようなフォーマルな形のもの
から LPが配置されている学級担任や支援員と職員室や
各教室，廊下で立ち話的に行うインフォーマルな形のも
のまで状況に応じて行われていたと言えよう。＜学生支
援のための研修＞は，LP学生への助言・援助に繋がる
発達障害の専門家や医師による研修会を企画・実施した
り，発達障害児の支援をしている地域の複数の機関や同
じ文部科学省の委託事業を実施している大学を視察した
りするものである。学生支援のためには，まず支援ニー
ズが生じてくる児童生徒に対する理解と対応について研
鑽を積み，それを学生に還元していくことが必要と考え
適宜実施した。
（3）生徒への直接的支援
　【生徒への直接的支援】の下位カテゴリーはなく上位
カテゴリーのみであった。これは　LP派遣学級の授業
観察やアンケートにより生徒のアセスメントをしたり，
授業を参与観察したりするものである。LP派遣開始前
後に実施するアンケートにより，客観的に LPによる支
援の効果を測ることや，生徒の状態を教諭らと共有する
ことにつながった。また生徒への学習支援や声かけなど
の直接的な介入をすること，つまり学生と同様に個々の
LP活動を体験し “活動そのものを経験すること ”によっ
て支援の実態を知ることができた。これは ,事業全体を
把握し必要に応じて各部分をサポートしていく立場であ
る心理職 Cod.が学生に必要な支援を理解するために重
要であったと考えられる。同時に対象生徒やその他の生
徒について，また生徒間の関係性についてアセスメント
すること，それを LPへの助言や事業のコーディネート
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に活かしていくことに繋がったと思われる。加えて LP

が，心理職 Cod.が直接支援をする姿を見て間近で具体
的な支援の仕方を学んだり，外部の支援者として学校現
場に入ることへの不安感を和らげたりするという機会に
なっていたとも考えられる。

研究 2：事業協力機関との連携事例の検討
1．目的
　研究 1から，心理職 Cod.の役割として＜教育委員会
との連携＞、＜学生派遣先との連携＞が最も高い割合を
示すことが明らかとなった。従って，【事業協力機関と
の連携】が心理職 Cod.の役割として特徴的であり、か
つ重要であると言える。そこで研究 2では，事業協力機
関との連携事例を提示し，理論的考察をすることを通し
て，心理職 Cod.が担った役割とその意義について明ら
かにすることを目的とする。
2．事例の経過
201X +1/11月　教育支援センター連絡協議会での各書
式改定の提案
　LP事業では，派遣にあたって学校が各市教育支援セ
ンターに提出する派遣申請書類と，活動後に LPが派遣
先で記録する活動記録簿がある。しかしこれまでは活動
する市によって，申請書書式や記録簿の有無，また記録
内容の量にも違いがあり，学生から，派遣先での記録に
関する大学での指示に対して質問が出ていた。また学校
現場からも，申請の際の書類作成に時間がかかるといっ
た意見があった。LPの派遣にあたって，各市教育支援
センターや大学側がある程度の情報は得ながらも，派遣
依頼をする教員が申請しやすい申請書，また大学からの
指示が通りやすく，かつ派遣先の教員に活動内容がわか
りやすい，さらに学生が活動後に記入するのに負担にな
らない記録簿にする必要があると思われた。このような
ことから，心理職 Cod.は各市で共通した，教員及び学
生らが使いやすい申請書と活動記録簿になるよう，書式
の改定を提案することにした。
　学生派遣の手続き業務を実際に行っている各市教育支
援センターの事業担当者が参加する，大学での連絡協議
会において，派遣申請書類および活動記録簿の書式の改
定と統一を提案すると，各担当者からは，市教育委員
会の了承が得られれば実施は可能との回答が得られた。
よって心理職 Cod.から各市教育委員会の事業担当者に
経緯の説明をし，了承を得た。書式の改定にあたっては
これまで各市で使われていたものを大学に送ってもら
い，それらを参考に心理職 Cod.が書式の素案を作成す
ることになった。
201X +1/12月上旬〜中旬　各事業協力機関からの意見
収集
　素案作成後，Z市の派遣先学校にて，LP活動を担当
する教諭らと派遣申請書類等についての意見交換を実施
した。心理職 Cod.が作成した素案を見てもらうと，生

徒の状況を記載する欄については，これまでの自由記述
の多いものから「不登校」・「友人関係の問題」・「コミュ
ニケーションの苦手さ」といった主なものを選択する書
式になった点は，申請のしやすさに繋がるのではとの意
見が得られた。また記録簿については、教職員との連携
の観点から、毎回学生が負担にならない程度の活動内容
の記入欄と担任ら対象生徒に関係する教員がコメントを
記入する箇所を設けることとした。さらに，規程の LP

活動回数が終了しても、県事業「心のパートナー事業」
に支援枠を変え，継続して支援を提供することが可能で
あるため、その手続きに関する一文を加えて、学校の担
当者と学生が既定の活動回数終了後の対象児の支援に関
して話し合うことができるようにした。このように、学
生派遣要請をする教員の立場からの意見を聴き，素案を
作成していった。
　その後，各市教育委員会にメールで素案を提案した。
派遣学生が最も多い Z市の指導主事と教育支援センター
長から検討が必要な事項を挙げてもらい，心理職 Cod.

を含む大学内の事業担当者間で検討し修正した。修正後
の案は，検討内容や修正理由を添えてメールにて再度提
案した。
201X +1/12月下旬〜 1月中旬　派遣申請書類等に関す
る検討会
　修正後の案については，直接議論する方がよいと思わ
れた点があったため，Z市教育委員会指導主事及び教育
支援センター長，及び心理職 Cod.を含む大学内の事業
担当者で検討会を開いた。具体的な検討事項としては，
対象児童生徒の医療・相談機関受診や発達障害の診断の
有無を問う項目の必要性，保護者からの派遣願いの提出
の必要性，また欠席状況をどこまで詳細に記載するか，
活動記録簿の印は教育支援センターと校長の両者のもの
が必要ではないか，といった内容である。例えば，「対
象児童生徒の医療・相談機関受診や発達障害の診断の有
無を問う項目」を含めるかどうかを議論する場合，大学
としては，これまで学生が担当するには困難なケースを
任されている場合が少なからずあったため，申請時に教
育支援センターがそれを把握できていれば，派遣学生の
マッチングや活動開始後，大学及び教育支援センターが
学生のフォローアップに活かせると考えた。しかし，教
育支援センターでは，状況について把握しておきたいが
個人情報の保護の観点から，どの程度書面に記載しても
らう必要があるのか，また得られた情報について何をど
こまで学生に伝えてよいかという戸惑いがあるようで
あった。さらに派遣先学校では，対象児童生徒によって
は，そのような情報が得にくい場合もあるという意見も
ある。最終的には，記載に関しては記入可能な範囲でよ
い，といった注釈をつけることで項目を含め，合意を得
ていった。この他の事項も，それぞれの立場からの率直
な意見を述べ，丁寧に話し合いを行い，修正案を作成し
た。
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201X +1/12月下旬〜 1月中旬　修正案の確定と次年度
への引継ぎ
　Z市以外の各市教委に修正案を送信し，内容の確認を
依頼すると，すべての市から了承が得られたため，次年
度から修正後の書式を採用することとなった。年度末に
は再度市教委と教育支援センターに連絡し，翌年度担当
者が変更になった場合の説明を依頼した。
　上記経過を経て，翌年から統一された書式を使用する
こととなった。年度が変わると市教委の担当者が変更に
なることも多く，年度の初めには書式に関する問い合わ
せが数回あったものの，その後は問題なく派遣が進めら
れた。しかし，使用してみてさらに検討が必要なことも
生じてきたため，適宜，事業連携機関それぞれの意見を
聴き，調整を行っている。
【事例のまとめと考察】
　多忙な学校現場において，外部からの人的支援が必要
と判断した児童生徒に支援を提供しようとするとき，そ
のための手続きが煩雑で時間がかかったり，他者が入る
ことにより逆に状況が悪化してしまうようなことがあっ
たりした場合，現場の教師らがその仕組みを利用しよう
とする意欲が下がるのは明らかである。しかし，LPは
非専門家である大学生による支援であるため，支援対象
として適切かという判断は，ある程度学校内でしてもら
うことも重要である。それが比較的容易であり，さらに
記入の負担の少ない申請書へと変えていくことは，事業
を維持し発展させていくためには重要と思われた。さら
に，教職志望大学生が LP活動を行い，教育相談や特別
支援に関する学びを深めることと，支援活動の質を向上
させることを両立する必要がある。そのため学生は，活
動開始後継続的に自身の活動をふり返り，派遣先学校や
教育支援センターへ報告することや，支援する児童生徒
への理解を教師らと共有し対応を検討するといった，連
携が取りやすくなる活動報告書とすることが肝要であ
る。学生がどの市のどの派遣先で活動したとしても，適
切な報告と連携の力をつけられるよう大学を中心とした
事業協力機関からのサポートも必要不可欠であろう。こ
のように，地域組織間連携によって成り立っている学校
支援事業にとって，活動が学校現場のニーズを満たすこ
とと，支援活動をする学生の力量形成をするという双方
にとって有益となるものとするために，各書式の改定の
過程は重要な意味があったと考えられる。
　その中で心理職 Cod.は，大学・派遣先学校・市教委，
各機関の役割を理解し，それぞれの立場から出された意
見について対象児童生徒を中心に置きながら，それを取
り巻く関係者の立場とそれらの関係性を考慮し，選択可
能な部分を精査して書式の改定・統一を行う必要があっ
た。各協力機関とのメールや電話でのやりとりにおいて
も、直接対話する場合にも、心理職 Cod.はそれぞれの
意見に真摯に耳を傾けることに注力した。それにより，
各協力機関が LP事業の在り方を再認識し，様々なケー

スに対応できる申請書やいくつかの機能を有する記録簿
を作成することが可能となったと考える。このような事
業協力機関という組織間同士の対話を通して，すべての
立場が納得した形にしていく過程を経験することが，地
域組織間の連携を強める事業を維持すること，さらには
事業の質の向上と発展に繋がると考える。

Ⅲ．総合考察
1． 非専門家による“支援活動そのもの”について理解

を深める
　学生による児童生徒支援の質の向上に向けて，心理職
Cod.が機能するためには，支援を提供する側と受ける
側の両者の理解をすることが重要である。そのためにま
ず，学校現場で教職志望大学生と同様に，生徒への直接
的支援をすることによって活動を体験し，“ 活動そのも
の ” について経験的理解を深めることが肝要であった。
本事業においては「斜めの関係」（原田ら，2011）や「仲
介者的存在」（廣澤ら，2018）といった LPの特徴を理
解した上で心理職 Cod.が直接的支援を行うことが，そ
の後の，学生が有益と感じる間接的支援の提供に繋がる
と考えられる。吉村（2018）は，SCとして小学校の学
級の荒れの回復に関わった際に，実際に学級の中に入る
ことが重要であり，組織の中で共に実践に関わり，「個
と集団の両方から関われる仕組み」を整える必要がある
と述べている。LP活動においても、実際に活動現場に
赴き、それを体験的に理解すると同時に、対象児や対象
児が所属する集団の両方を理解することが、後の間接的
支援に活かすことが可能になると言えよう。
　加えて，活動現場に身を置くことにより，専門性を持っ
た臨床心理士として，「インテークでする仕事」（名島，
2018），つまりアセスメントの実施も可能となる。この
点が、臨床心理の専門性を持った者が Cod.として事業
に携わる意義をもつと考えられる。
2．活動のアセスメントが可能な状況を整える
　LPは，「日常を支えるオールラウンドプレイヤー」（廣
澤ら，2018）という非専門家であるからこそ可能とな
る支援が生まれる一方で，ユーザーである教師らの事業
システムへの理解が不十分である場合や，専門家による
継続的なアセスメントや支援が必要と思われるケースも
少なくない。上記では、心理職 Cod.がアセスメントす
ることについて述べたが，それと同時に，対象生徒を日
常的に支える教師や連携機関との信頼関係を築き，対象
生徒やその周囲を絶えずアセスメントすることが可能な
状況を整えておくことが，速やかに適切な後方支援を行
うことに繋がると言えよう。それらは専門家が日常的に
派遣先や教育委員会と連携することや，派遣先における
学生への支援によって学生と教師を繋ぎ，生徒について
の情報共有・支援方法の検討をすることによって可能に
なると考えられる。「連携相手や自身が，事例のどのよ
うな部分に着目し，そこから何を思い，見立てや対応を
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考えたのかというプロセスを共有することがより円滑な
連携に繋がる」（高嶋・須藤・高木・村林・久保・畑中・
重田・田中・西嶋・桑原，2008）ため，日頃から心理
職 Cod.が上記の連携や支援を行うことで，どのような
システムレベルで何をもって介入の必要がある状態と
なっているのかをアセスメントし，それをもとに働きか
けることが可能な状況を整えておくことが重要であると
思われる。
3． “地域組織”と“地域組織間の関係性”について理

解し事業の先を見据える
　心理職 Cod.が着任間もない頃は LP事業について，
学生が学校現場で支援ニーズのある生徒らをサポートす
るという「ミクロシステム」（鵜飼，2004）のイメージ
は持っていたものの，その後方で地域の各協力機関がど
のように “ 地域組織間連携 ” をしているのかという理解
が不十分であった。このような状態から研究 1･2で示
した取り組みをしながら LP事業におけるシステムレベ
ルの下位から上位の関係，つまり対象児童生徒・大学
生・学校現場の教員・大学の事業担当教員という個から、
学校・教育支援センターという組織、そしてさらにそれ
を統括する市教育委員会・大学学部というシステム階層
の関係、また同じシステムレベルにおける組織間の関係
理解が進んでいった。これを経て俯瞰的にシステムを捉
える視点を持つことが可能となり，事業を進めていく過
程でいつ，どのシステムレベルのどの部分の誰に，どの
ように働きかけていくのが適切か，個と全体を見ながら
考え，さらに今後の事業の展開を見通しながら，心理
職 Cod.役割を果たすようになった。本間・米山（1999）
は「マクロなシステム介入とミクロな心の理解の両面を
射程に置くことが，心の専門家である臨床心理士にふさ
わしいシステム介入の可能性を生み出す」と述べている。
関係性を用いて他者を支援する、また支援対象者を中心
に置きながら周囲との関係を考慮して支援する，という
臨床心理士がもつ専門性は，システムを構成する人員の
心理的な理解と事業連携機関の関係性を考慮に入れたシ
ステム構築や介入に援用しうると考える。これは，事例
2で提示した、大学・派遣先学校・市教委それぞれの立
場を理解し、思いを傾聴しながらも、対象児のアセスメ
ントに必要な情報を精査する必要性を理解しながら検討
した過程に示されていると言えよう。このような姿勢を
持ちながら役割を担う点において、臨床心理の専門家、
つまり心理職 Cod.として，学校支援事業を後方支援す
る意義があると思われる。
4．まとめと今後の課題
　本稿では，2年間の LP事業の運営を通して心理職
Co.の役割を概観し，特に本事業の特徴である，「地域
組織＝事業協力機関」との連携に焦点を当てて，その役
割の意義を明らかにしてきた。心理職 Co.はその専門
性を用いながら，生徒への直接的支援を通して LP活動
そのものへの理解を深めるのと同様に，各地域組織との

連携の仕方といったシステムの理解を深め，同時に各機
関の担当者間との信頼関係を深めていった。その心理職
Co.の役割が変容，拡大していくプロセスの中に意義が
あったと言えよう。つまり，学生の活動や各連携機関と
のやり取り一つ一つに丁寧に対応しながら，俯瞰的にシ
ステムを捉えて事業の先を見据えていくことにより，さ
らに円滑に事業を進め，対象児童生徒に対して質の良い
支援を提供できるよう，心理職 Co.が機能するように
なった，という点に大きな意義があると考える。
　本稿で提示した二年間の文科省事業終了後も，第一・
第二筆者は心理職 Cod.として LP事業に携わっている。
しかし文科省事業の終了に伴い，事業指定校という枠組
みがなくなったことにより “ 生徒への直接的支援 ” を常
時行える体制ではなくなっている。現在は，大学におけ
る学生支援という枠組みの中で，心理職 Cod.による学
生支援をどのように強化し、支援活動の質の向上に繋げ
ていけるのかを検討すると同時に，地域組織間連携をど
のように充実させ，事業全体のサポートが可能であるか
を模索していくことが課題と考える。また、昨今の新型
コロナウイルス (COVID-19)感染拡大の影響により、今
年度は従来の LP活動の実施が困難となった。そこから
新たに「オンラインによる LP活動」が開始されたため、
この新たな取り組みについての知見を蓄積し、整理して
いくことも今後の課題と言える。
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